
第３章 その他の手続き

【１】 貸付金の返済について －貸付担当―

退職時に共済組合の貸付金の未償還元利金がある方は、退職手当から控除しますので、手続きは不

要です（退職手当が支給されるまでの経過月数に応じて利息も退職手当から控除します）。 

ただし、退職手当から控除しきれない場合は、不足分を自己資金で償還していただきます。納付書

を送付しますので、振込をお願いします。 

また、団体信用生命保険に加入されている方は、毎年の保険料（１年分）の引き落とし日が退職手

当からの控除後約２か月以内に設定されている場合、手続きが間に合わず保険料が引き落とされるこ

とがあります。その場合、引き落としの概ね２か月後に、完済後分の保険料が清算され、口座に振り

込まれますので、該当される方は、指定口座を閉鎖しないようお願いします。 

【２】 公立共済「福祉保険制度」に加入されている方へ
（ファミリー年金・傷病休職給付金・医療費支援制度） ―健康･福祉担当―

退職後も「福祉保険制度」への継続加入（更新）が可能です。制度毎の継続可能期間は下表のと

おりです。 

※１ 保険年齢とは、11 月 1 日時点での満年齢を基に１年未満の端数について 6 か月以下は切り捨て、 

6 か月超は切り上げた年齢のこと。（例）保険年齢 84 歳：83 歳 6 か月超 84 歳 6 か月まで 

※２ 保険契約の内容は、退職（組合員資格喪失）時点のものとなり、追加、増額変更不可。 

※３ 配偶者及びこどもは、加入者本人が退職後も継続する制度に限り継続可能。

★ 保険期間は１年間（毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで）です。

なお、脱退のお申出がない場合は、令和 6 年 11 月１日以降も自動更新となります。 

  脱退する場合は、原則、令和 6 年 10 月 31 日付けとなります。退職後の７月頃（予定）に、退職

後の取扱いについてのご案内をご自宅へ送付します。 

制度種別 継続加入可能期間

１ ファミリー年金、元気づくりサービスコース 【本人・配偶者共通】保険年齢 84歳まで更新継続可能

２ 傷病休職給付金 継続不可（退職日の属する月の末日で脱退） 

３ 入院費用給付金（女性疾病給付金を含む）
【本人・配偶者共通】保険年齢 75歳まで更新継続可能

【こども】保険年齢 22 歳まで更新継続可能 

４ 特定疾病給付金 【本人・配偶者共通】保険年齢 75 歳まで更新継続可能

お問い合わせ窓口 照会内容 電話番号 開設時間

公立学校共済組合 

福祉保険制度担当 

制度内容全般 

登録内容の変更等 
０１２０－７７８－５９９

月～金曜日 10:00～16:00

（祝日・年末年始を除く）

【３】アイリスプランに加入されている方へ ―健康･福祉担当―

１．年金コースに加入されている方

退職される年齢（退職時の年度末年齢）によって手続きが異なります。

（１）満 60 歳以上の方

脱退手続きに関するご案内をご自宅あてに送付（12 月末予定）しますので、案内にしたがっ

て手続きを行ってください。 

（２）満 60 歳未満の方

必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。脱退手続きに関するご案内を送付します。

２．医療・日常事故コース及び介護保障コースに加入されている方

退職後も継続可能です。解約希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【４】「宿泊施設特別利用者証」の交付について―健康･福祉担当―

 組合員の資格喪失後、公立学校共済組合直営の宿泊施設・保養所を利用される場合に、従前の支部

事業である「厚生施設宿泊利用補助券」の交付は受けられませんが、「宿泊施設特別利用者証」を施設

に提示すると、組合員料金で利用できます。（家族の方も組合員料金で利用できます。）

 また、下記の共済組合が経営する施設に宿泊する場合も、「宿泊施設特別利用者証」を施設に提示

すれば、当該共済組合の組合員料金で利用できます。（家族の方は一般料金です。）

「宿泊施設特別利用者証」は、同封の小冊子「やすらぎの宿」に挟み込んでいます。

「宿泊施設特別利用者証」の使用できる共済組合

・地方職員共済組合    

・東京都職員共済組合 

・日本私立学校振興・共済事業団

・警察共済組合

・都市職員共済組合    

・各市町村職員共済組合  

・指定都市職員共済組合   

・文部科学省共済組合   

・全国市町村職員共済組合連合会

・国家公務員共済組合連合会

・防衛省共済組合

照会内容 お問い合わせ窓口 電話番号 開設時間

年金コース、

医療・日常事故コース 

教職員生涯福祉財団

サービスセンター
０１２０－４９１－２９４ 月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始）

10:00～17:00 介護保障コース 株式会社一ツ橋サービス ０１２０－８７８－６２６
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【５】長期組合員退職記念事業について ―健康･福祉担当―

  対象の方にホテルアウィーナ大阪 又は 花のいえで利用できる施設利用券１万円分を贈呈します。

令和５年度退職予定の方は、今年度末（令和６年３月末）までにご申請ください。 

＊令和５年度より対象者条件１の公立学校共済組合加入期間を「通算 25 年以上」から「通算 20 年以

上」へ変更し、対象者の範囲が広くなりました。 

受給対象者 

当該年度内に退職予定の組合員であって、以下の条件を満たす方 

 １. 公立学校共済組合加入期間が通算 20年以上であること（＊） 

 ２. 申請時点で大阪支部の組合員資格を有すること（任意継続組合員は除く） 

※過去に結婚 25周年・永年勤続（単身者）記念事業の施設利用券の交付を受けた方は除く。

申請方法 

〇長期組合員退職記念施設利用券交付申請書 

〇組合員証（健康保険証）＜郵送申請の場合コピー可＞

△返信用封筒（444 円）＜郵送申請の場合のみ＞

申請書の様式はこちら

申請期間 

退職予定の年度中

 退職年度時に公立学校共済組合加入期間が通算 20 年未満の場合又は大阪支部の組合員

資格を有していない場合等であっても、その後、再任用等で組合員資格を再取得し、受給

対象者の条件を満たした場合は申請可能 

贈呈品 施設利用券 10,000 円分（5,000円×２枚）   ※有効期間は、発行日から１年間 

第４章 Ｑ＆Ａ

【１】 年金に関すること

Ｑ１ 退職を考えています。年金の手続きは何をすればいいですか？

A.

なお、年金受給権者の場合は、「退職・資格変動調査票」を大阪支部へ提出してください。 

様式はホームページ（https://www.kouritu.or.jp/osaka/）からダウンロードできます。 

（詳しくは、35ページをご覧ください） 

【年金担当】P25、35参照

Ｑ２ 退職後に引越した場合、必要な手続きは？

A.
公立学校共済組合本部へ住所変更の届出が必要です。 

届出をしないと、年金請求書をはじめ、公立学校共済組合から送付する書類が正しく送付さ

れません。 

また、氏名が変更になった場合も届出が必要です。 

届出の様式（年金待機者異動報告書）はホームページ（https://www.kouritu.or.jp/）から

もダウンロードできます。 

ただし年金受給後は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所変更処理を行うた

め、ご本人による届出は原則不要です。変更には４～５か月程度かかりますので、郵便局で

転送手続きを行ってください。 

【年金担当】

Ｑ３ 退職後、扶養していた配偶者の年金手続きも必要ですか？

A.
在職中、20歳以上 60歳未満の被扶養配偶者は国民年金第 3号被保険者でした。 

退職後、あなたと配偶者が、無職等で厚生年金保険に加入しない場合、60歳になるまで国民

年金への加入が必要です。住所地の市区町村の国民年金担当課で手続きを行ってください。

【年金担当】P26参照

退職により公務員厚生年金の加入から非加入となる場合は、大阪支部で、任命権者等から

の情報提供により待機者登録を行いますので、組合員の皆様からの手続きは不要です。ただ

し、早期退職・定年退職の場合は、任命権者の通知等に従い、退職手当の請求と合わせ、

履歴書の提出をお願いします。 
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